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３ 取組の視点 

  めざすべき姿の実現に向けた、本戦略全体を貫く重要な「取組の視点」と

して、以下の３点を示します。 

（1）切れ目のない応援 

地域や学校、企業などの「横の連携」、幼稚園・保育所から小学校、中学校、

高等学校等に至るまでの「縦の接続」を意識しながら相乗効果が生まれるよ

う、発達段階に応じた、かつ途切れることのない連続した取組を充実させて

いきます。 

（2）地域の特徴や家庭の実情に応じた応援 

画一的ではなく、地域の特徴や個々の家庭の実情に応じた取組となるよう、

留意しながら進めていきます。 

（3）既存の取組の活用 

これまで行われてきた子育て支援の取組など、家庭教育に資する既存の取

組を効果的に活用していきます。  
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② 人材の育成 

家庭教育の応援を行う人材の育成及び継続的な資質の向上を図るとともに、

ネットワークづくりを進めます。 

③ 相談体制の整備・充実 

家庭教育に関する相談に応じるため、発達段階に応じた相談体制の整備・

充実を図ります。 

④ 庁内体制の強化 

家庭教育に関わる庁内各部局が家庭教育応援の取組の情報を共有し、効果

的に取組を進めていくために、庁内の連携体制を強化します。 
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３ 庁内の役割分担及び連携 

  県としての家庭教育応援施策を進めるにあたっては、関係する部局がそれ

ぞれの役割を果たすとともに、新たに設置する庁内連携会議の場を活用する

などにより連携し、切れ目のない家庭教育応援の取組を効果的に展開してい

きます。 

（1）健康福祉部の役割 

 

（2）教育委員会の役割 

 

（3）戦略企画部の役割 

 

（4）その他部局の役割 

 

４ 戦略の進行管理 

  本戦略に基づく家庭教育応援の取組については、毎年度その成果を定期的

に取りまとめ、新たに設置する庁内連携会議の場などで報告をするとともに、

施策の充実への活用を図ります。 


